
納税者本人の所得金額に関係なく配偶者の所得金額が38万円(給与収入で年103万円)以下で
ある場合に適用が受けられる配偶者控除について、納税者本人の所得金額が900万円(給与収入
で年1,120万円)を超えると控除額が段階的に減少していき、平成30年分より1,000万円(給与収入
で年1,220万円)を超えた場合、適用が受けられなくなりました。

平成３０年１月 ＶＯＬ．４

森田 真五配偶者控除

どうもこんにちは！
森田税務会計事務所の森田真五と申します。
今回は平成30年分から改正された配偶者控除・配偶者
特別控除についてご紹介させて頂きます。
今回の改正で、控除を受ける納税者に所得の条件が加
わり、複雑になっています。詳細については是非担当
者にお問い合わせ下さい。

納税者本人の所得金額が年1,000万円以下(給与収入で年1,220万円)で配偶者の所得金額が38万
円を超え76万円未満(給与収入で年103万円超、141万円未満)である場合に適用を受けられる配
偶者特別控除について、平成30年分より上記下線部分の76万円未満が123万円以下(給与収入で
年、約201万円以下)に引き上げられ、配偶者控除と同様に納税者本人の所得金額が900万円(給
与収入で年1,120万円)を超えると控除額が段階的に減少していきます。

配偶者特別控除

１，１２０万円以下 １，１７０万円以下 １，２２０万円以下

１０３万円超 １０５万円未満 ３８万円

１０５万円以上 １１０万円未満 ３６

１１０万円以上 １１５万円未満 ３１

１１５万円以上 １２０万円未満 ２６

１２０万円以上 １２５万円未満 ２１

１２５万円以上 １３０万円未満 １６

１３０万円以上 １３５万円未満 １１

１３５万円以上 １４０万円未満 ６

１４０万円以上 １４１万円未満 ３

１４１万円以上 １５０万円以下

１５０万円超 １５５万円以下 ３６ ２４ １２

１５５万円超 １６０万円以下 ３１ ２１ １１

１６０万円超 １６７万円以下 ２６ １８ ９

１６７万円超 １７５万円以下 ２１ １４ ７

１７５万円超 １８３万円以下 １６ １１ ６

１８３万円超 １９０万円以下 １１ ８ ４

１９０万円超 １９７万円以下 ６ ４ ２

１９７万円超 ２０１万円以下 ３ ２ １

２０１万円超　　　　

配偶者の給与収入

（目安）
改正前

改正後（平成３０年分以後）

納税者本人の給与収入（目安）

適用なし

３８万円 ２６万円 １３万円

適用なし

７０歳未満の配偶者 ７０歳以上の配偶者

　　　９００万円以下 ３８万円 ４８万円

　　　９５０万円以下 ２６万円 ３２万円

　　１,０００万円以下 １３万円 １６万円

　　１,０００万円超

納税者本人の

所得金額

控除額

適用なし



森 田 税 務 会 計 事 務 所
TEL:0270-25-1441 FAX:0270-24-8237

http://www.moritax.com

森田会計では、上記メニュー表のような
様々な業務を行っております。
お気軽に担当者までご相談ください。
また、会計事務所をお探しの方がお知り
合いにおりましたら、是非ご紹介いただけ
れば幸いに存じます。
御社共々全力でサポートさせて頂きます。

Produced by 広報委員会

佐 藤 桐 生 宮 崎

お気軽にお電話ください。
お待ちしております♪

渡 邊

所長 森田 高史


